
号

伊丹市長　　中　田　慎　也

１　移送した理由

・ 自転車等放置禁止区域内に自転車等が放置されていたため。

・ 自転車等放置禁止区域外において，当該放置自転車等があることから，良好な生活
環境が確保されていないため，当該自転車等の利用者が自ら除去すべき旨の警告札
等を取り付ける措置を講じたが，１４日を経過してもなお放置されていたため。

　
２　移送した日，区域及び台数並びに自転車等の種類

別紙のとおり

３　保管場所

伊丹市藤ノ木自転車保管返還所

４　返還時間

午前１０時から午後６時３０分まで
（ただし，水曜日，日曜日及び祝日並びに１２月２９日から１月３日は返還できま
せん。）

５　返還を受けるための必要事項

(１) 持参するもの
自転車等の鍵，住所氏名を確認できるもの（身分証明書，学生証，運転免許証，保
険証等），警察署が発行する受理票（警察署に盗難による届出をしている場合）

(２) 移送費・保管費用
自転車　　　　　　　
原動機付自転車
※　ただし，移送された日より前に警察署に盗難の届出をしている者は免除される
　　場合があります。

６　連絡先
伊丹市市民自治部環境クリーンセンター 電話 　　072-782-0968

　

伊丹市告示第

　伊丹市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の推進に関する条例（平成２６年伊丹
市条例第１２号）第２１条第１項の規定に基づき，自転車等放置禁止区域内及び自転車等放置禁
止区域外に放置された自転車等の保管について，次のとおり告示する。

放置自転車等の移送及び保管について
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以　上

記

令和 8 年 5 月 29 日

３，５００円
７，０００円



集　計

4台
2台
1台
0台
0台
0台

7台

内　訳 #VALUE! №1

番号 移送日 保管番号 区域 分類 場所 台数 種類 塗色
防犯登録番号

/ナンバープレート
車体番号

1 5/12(火) 44 区域内 自転車 阪急伊丹 1台 ミニサイクル 黒 YF240400629
2 5/12(火) 45 区域内 自転車 阪急伊丹 1台 軽快車 白 900H629579
3 5/12(火) 46 区域内 自転車 阪急稲野 1台 軽快車 黒 900K680249
4 5/18(月) 49 区域内 自転車 阪急伊丹 1台 ミニサイクル 灰 PS23073433
5 5/19(火) 50 区域内 自転車 阪急伊丹 1台 アシスト 黒 900K826934
6 5/21(木) 51 区域内 自転車 阪急新伊丹 1台 アシスト 黒 G4L09435
7 5/21(木) 52 区域内 自転車 阪急新伊丹 1台 アシスト クリーム 900L270269

区　域　外 0台 0台

合　　計 7台 0台

区　域　内

阪 急 伊 丹 4台 0台
阪 急 新 伊 丹 2台 0台

阪 急 稲 野 1台 0台
J R 伊 丹 0台 0台

J R 北 伊 丹 0台 0台

移　送　期　間 令和8年5月11日（月） ～ 令和8年5月22日（金）

区　　域　　・　　場　　所
台　　数

合　　計
自転車 原付等


